
在ベトナム日本国大使館

日本留学について

1



１ 留学生は日越関係を支えている

２ 留学の目的

３ 準備すること

４ 日本語の勉強

５ 奨学金

６ 留学斡旋業者とのトラブル 2



１ 留学生は日越関係を支えている
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日本企業で働く人、
ベトナム企業の日本担当者、

通訳、翻訳、
日本語教師、研究者、

日本政府関係機関で働く人、
ベトナム政府関係者など



２ 何のために留学したいのか
考えましょう
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（１）日本の学校で勉強したい

（２）日本で働きたい



「日本で働きたい」ためだけに
留学する人はトラブルに

遭います。

「留学」は勉強することです。

日本語学校への留学は
働くことではありません。
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教育機関 目的 学位
又は称号

入学
条件

日本語
能力

修業
年数

ビザ

日本語学校 日本語を勉
強する

なし 高卒 N5程度 1～2年 留学

専門学校 職業に必要
な能力を取
得するため
の勉強をす
る

専門士（4年
課程の場合
高度専門士）

高卒 N2-3程
度

2年（又は
4年）

留学

高等専門学校 実践的な技
術者になる
ための勉強
をする

準学士 高卒
（15歳入

学の場
合は中
卒）

N2程度 3年（15歳

入学の場
合5年）

留学

大学 専門分野を
研究する

学士 高卒 N2程度 4年 留学

大学院 高度に専門
分野を研究
する

修士
博士

大卒 （日本語
での研
究）N1-2
程度

修士2年、
博士3年
以上

留学

留学先となる主な学校
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（１）留学したい目的を決める
（２）高校を卒業する

（３）日本語を勉強する
（４）入試に必要な勉強をする

（５）留学費用を計算する（何年間）
（６）留学費用の支払方法を考える
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３ 留学の準備
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４ 日本語の勉強をしましょう



日本語を勉強せずに
日本語学校に行く人がいます

日本で働きたい人も、日本で進学したい人も、

Ｎ２レベルの日本語能力が必要と言われています。

しかし、日本語学校で勉強せずに、
アルバイトばかりをする人は、日本語が上達しません。
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ベトナムにいる間にできること

日本語の勉強を頑張りましょう。
Ｎ３～Ｎ４レベルを目指しましょう。
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５ 日本の大学に留学するための奨学金
（日本にいる留学生の多くは何らかの
奨学金を得ている）

１．ＭＥＸＴ奨学金（日本政府奨学金）
２．日本の大学による奨学金
３．ＪＡＳＳＯ奨学金
４．その他の奨学金



専門学校、高専、大学留学のための
日本政府奨学金があります。

⇒ ４月２３日に大使館ウェブサイトで募集を開始

●受験者の成績要件
・出身高校の全学年分の平均の成績が7.0（大学7.5）以
上（10 段階評価）。
・日本語 N4（大学N3） 以上及び英語 IELTS 4.5 （高専
5.0、大学5.5）以上。
・具体的かつ論理的な日本留学の動機、学習計画を有
する者。
・スピーチ、科学、スポーツ、文化、芸術などの国際・地
域・国内大会において入賞歴がある者を重視する。
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２０１８年合格者：
大学院 ２８人 大学 １１人
高等専門学校 ０人 専修学校 １人
（申請者２５２人中 合格４０人）

２０１８年３月２７日大使
公邸での壮行会

２０１９年合格者：
大学院 ３１人 大学 ６人
高等専門学校 ０人 専修学校 １人
（申請者１５２人中 合格３８人）



６ 悪質な留学斡旋業者がいます。
注意して下さい。
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●以下の甘言は全て虚偽の内容です。注意しましょう。
「勉強しながらでも、アルバイトで1か月30万円（6千万ドン）
以上稼げる。」
「1時間に3000円（60万ドン）の給与がもらえる。」

「留学中は、アルバイトで得た給与で、学費と生活をカバー
しつつ、国に仕送りもできる。」
「まずは100万円（2億ドン）以上を支払って日本語学校に入

学すれば、卒業後は簡単に日本の大学入学資格を得て奨
学金ももらえる」

●このような甘い誘いに乗らないでください。高額の借金を
背負うことになります。

悪質な留学斡旋業者がいます。
注意して下さい。
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1 在留資格認定証明書を取得できない。

2 十分なサービスが受けられず信頼性がない。

3 公的書類の偽造が行われている。

4 不適切な手数料を求められる。

5 希望と異なる在留資格を紹介される。

6 「観光ビザ」（15日間）で日本に派遣された。

大使館に通報された
業者との間のトラブル例

16



●日本の法律で、留学生はアルバイトを「週28時間以
内」しかできません。週28時間を超えて働くと違法です。
●週28時間では、がんばっても月10万円程度しか稼げ

ません。この稼ぎでは、日本語学校の学費も生活費も支
払えません。

●さらに、日本語が話せなければ、低賃金の仕事しか見
つかりません。大金を稼ぐことは不可能です。

●留学斡旋業者にだまされたと気づいた時には、多額
の借金を抱えることになります。

●日本語学校を卒業できないまま失踪し、不法滞在と
なったり、経済的に困窮して犯罪に走る人達もいます。

来日後に厳しい現実を
思い知ることになります。
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もし、留学斡旋業者のトラブルに遭ったら・・・
大使館やＩＥＶＪ（民間の弁護士事務所による相談窓口）に
相談しましょう。

技能実習や留学を希望する若者がトラブルに巻き込まれるのを防ごうと、ベトナム
人と日本人の有志の法律家が、ハノイに相談窓口を設置しました。電話やメール、
SNSで仲介業者とのトラブルなどについて相談に乗るほか、仲介業者にだまされな

いために必要な情報も発信しています。また、悪徳な仲介業者に関する情報提供
も呼びかけています。

【INFORMATION EXCHANGE FOR VIETNAMESE GO TO JAPAN（略称IEVJ）】
■ウェブサイト (メールを送れるコーナーがあります)

http://ievj.net/
■フェイスブック（メッセンジャー機能から相談内容を送信できます）
https://www.facebook.com/DỰ-ÁN-IEVJ-Trao-đổi-thông-tin-cho-người-Việt-đi-Nhật-
1425662947580339/
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在ベトナム日本国大使館のフェイスブック及びホームページ



分からないことがあれば質問してください

www.vn.emb-japan.go.jp

kobunvn@ha.mofa.go.jp
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